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都道府県医師会長 殿 

 

日本医師会長 

   横倉  義武 

 

平成28年の医師の届出及び調査について（依頼） 

 

 

 

 厚生労働省では、医師届出票による「医師の届出及び調査」を２年毎に実施しております。 

 この度、「医師の届出及び調査」の実施にあたり、「別添写」の通りの協力方要請がありました。 

 本調査は、我が国に居住する医師・歯科医師・薬剤師の方に医師法、歯科医師法、薬剤師法によ

り、2年に1度、厚生労働大臣に届出することが義務づけられている調査であり、これからの日本

の医療を考えるにあたり、大切な統計資料となります。先生方におかれては大変お忙しいなか恐縮

ではございますが、必ず医師届出票の提出をお願いいたします（現在、医療に従事していない場合

も届出の対象となります）。 

本会では、上記に鑑み検討の結果、従来と同様に協力することと致しました。 

 つきましては、貴会におかれましては、本調査のご協力方よろしく御高配を賜りたくお願い申し

上げます。 
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政統発 １０１８第４号

平成２８年１０月１８日

公益社団法人
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本 医 師 会 長

　

殿

厚

　

生

　

労

　

働

　

省

　

医

　

政

　

局

　　　　　　　
諺ーｉ対当難解
　　　　　　　　

厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担

平成２８年の医師の届出及び調査について （依頼）

標記につきましては、 従来から御協力いただき、 厚く御礼申し上げます。
本年は、 医師法 （昭和２３年法律第２０１号） 第６条第３項の規定により義務づけられ

た医師の届出及びこれに基づく統計法 （平成１９年法律第５３号） 第１９条による統計調

査の実施年に当たり、 下記のとおり 実施 することと しております。
休業中の方も含め、 全ての医師に届出をしていただくよう、 貴会会員の方々への周知方

について、 特段の御配慮をお願いいたします。

　

なお、 届 出票につきま しては、 病院、 診療所、 大学、 研究機 関等に従事する医師に対 し

てはこれ らの施設 を通 じ、 その他の医師に対しては保健所を通 じて配布することと してお

ります。

記

１

　

届 出義務のある者

　　　　　

日本国の 医籍に登録されている医師 （休業中を含む）

２

　

届 出 事 項

　　　　　　　　　

平 成 ２ ８ 年 １’２月 ３１日現在の別紙届出票に係る事項

３

　

届 出先

　　　　　　　　　　　

住所地の保健所又は従業地の保健所

４

　

届 出 の 期 限

　　　　　　　　　

平 成 ２ ９年１月 １ ５ 日



別紙

Ｈ２８

　

医医
医

　

師

　

届

　

出

　

票
第二号書式（第六条関係）

　　　　　　　

（平成２８年１２月３１日現在）

（１） 住

　　　　　

所
〒□□□－□□□□

　　　

都 道

　　　

府 県
ふ

　

り

　

が

　

な 電

　　　

話

（２） 氏

　　　　　

名
市外局番

（

　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　

）

（３） 性

　　　　　

別 １

　

男

　

・

　

２

　

女 （４）生

　

年

　

月

　

日
１

　

平成
２

　

昭和

　　　　　　

な

　　　　

ロ

　　　　

［
３

　

大正

　　　　　　

十

　　　　

月

　　　　

］
４

　

明治

（５） 医籍登録番号 第 号 （６）医籍登録年月日
１

　

平成
２

　

昭和

　　　　　　

な

　　　　

ロ

　　　　

［
３

　

大正

　　　　　　

十

　　　　

月

　　　　

］
４

　

明治

（７）従事している施設及び業務の種別

　　　　

回答欄

　　　　　　

施設の種別

　　　　　　　

・

　　　　　　　　

業

　

務

　

の

　

種

　

別

　　

０１～１７のうち１っ

　

診療所

　　　　　　　　

０１ 診療所の開設者又は法人の代表者

　　

を記入すること。

　　　　　　　　　　　　

０２ 診療所の勤務者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０３

　

病院の開設者又は法人の代表者

　

夢溢糟琴１塾』附属病院を除く。） ｏ４ 病院 勤務者

　　　

１ ．育．・

　　

０５ 医育機関の臨床系の教官又は教員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０６

　

医育機関の臨床系の大学院生

　　　　　　　　　　

（医学部を有する大学

　　

０７

　

医育機関の臨床系の勤務者で０５及び０６以外の者（医員、臨床研修医、その他）

　　

複数の施設に従事

　

又はその附属機関）

　　

０８

　

医育機関の臨床系以外の大学院生

　　

している場合で２

　　　　　　　　　　　　　

０９

　

医育機関の臨床系以外の勤務者で０８以外の者 （教官、 教員、 その他）

　　

番目に長時間従事

　　　　　　　　　　　　　

ｌｏ

　

介護老人保健施設の開設者又は法人の代表者

　　

繕さ；蝋 麓旨 介護老人保健施設

　

・・介護老人保健施設の勤務者

　　

ｉっを記入するこ

　　　　　　　　　　　　　

１２

　

医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者

　　

と。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１３ 行政機関の従事者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１４ １２及び１３以外の産業医

　　　

ー
．

　　

１５ 上記以外の保健衛生業務の従事者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１６

　

その他の業務の従事者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１７ 無職の者

回答欄 施設の種別 業

　

務

　

の

　

種

　

別

０１～１７のうち１つ
を記入すること。

診療所
０１ 診療所の開設者又は法人の代表者
０２ 診療所の勤務者

病院
（医育機関附属の病院を除く。）

０３

　

病院の開設者又は法人の代表者
０４ 病院の勤務者

主たる施設・業務
の種別（１つ）

医育機関
（医学部を有する大学
又はその附属機関）

０５

　

医育機関の臨床系の教官又は教員
０６

　

医育機関の臨床系の大学院生
０７

　

医育機関の臨床系の勤務者で０５及び０６以外の者（医員、臨床研修医、その他）
０８

　

医育機関の臨床系以外の大学院生
０９

　

医育機関の臨床系以外の勤務者で０８以外の者（教官、教員、その他）

　

１
複数の施設に従事
している場合で２
番目に長時間従事
している施設にっ
いて０１～１６のうち
１つを記入するこ
と。

介護老人保健施設
１０

　

介護老人保健施設の開設者又は法人の代表者
１１ 介護老人保健施設の勤務者

上記以外の施設

１２

　

医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者
１３ 行政機関の従事者
１４ １２及び１３以外の産業医
１５

　

上記以外の保健衛生業務の従事者

従たる施設・業務
の種別（１つ）１

　

ｉその他
１６

　

その他の業務の従事者
１７ 無職の者

（８） 主 た る 従 事 先

　

（（７）欄の「主たる施設・業務の種別」に０１～１５のいずれかを記入した場合の従事先にっいて記入すること。）

　　　

ふりがな

　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電

　　　

話

　

名

　　

称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（

市外局番

　

－

　　　　　　

－

　　　　　

）

獅 〒□□品 ｍ ｍ
嘉

　　　

讐

ふりがな

　　　　　

・ 電

　　　

話

名

　　

称
市外局番

（

　　　　　

－

　　　　　　

－

　　　　　

）

所 在 地
〒□□□－□□□□

　

諸藁

　　　　

嘉

　　　

区

　　　　

署

（，９） 従 た る 従 事 先

　

′（複数の施設こ従事している場合、（７）欄の「従たる施設・業務の種別に０１～１５のぃずれ力１を記入した場合の従事先にっいて記入すること。）

　　　

ふりがな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電

　　　

話

　

名

　

称

　　　　　　　　　　　　　　　

（
市外局番

－

　　　

－

　　

）

獅 〒□□ 鰯 □ 副

　

“

　　

讐

ふりがな 電

　　　

話

名

　　

称
市外局番

（

　　　　

－

　

－

　　　　　

、 －

　　　　　

）

所 在 地
〒□□□ｒ□□□□

　

瀬

　　　　

憲

　　　

区

　　　　

署

主たる従事先の状況
（以下の（１０）～（１２）欄は、（７）欄の「主たる施設・業務の種別」に０１～０５、０７及び０９～１５のいずれかを記入した者のみが記入すること。）

（１０）就

　

業

　

形

　

態 １；翻れかを『唖縮 図墓園…奏遮辱湖寡麗畜菓繋
（１１）主たる業務内容

最も長時間従事している業務内容の番号を０で囲むこと。

　

１

　

診療

　　　　

２

　

教育・研究

　　　　

３

　

管理

　　　　

４

　

産業医業務

　　　　

５

　

その他

（１２）休 業 の 取 得
以下を取得中の者は番号を０で囲むこと。

　

１

　

産前・産後休業

　　　　

２ 育児休業

　　　　

３

　

介護休業

裏面へ続く



医 Ｈ２８

　

医
◎ 諺

療
事

科
す
名

曇
“７）欄の「主たる施設．業務の種別 にｏ１～０７のいずれかを記入した者のみが記入すること。）

　　　　　　　　　　　　　

０１ 内科

　　　　　　　　　　　

０２呼吸器内科

　　　　　　　　　

０３循環器内科

　　

従事するすべての診

　　　　

０４消化器内科（胃腸内科）

　　

０５腎臓内科

　　　　　　　　　

０６神経内科

　　

療科名の番号をｏで

　

１

　　

０７糖尿病内科（代謝内科）

　　

０８血液内科

　　　　　　　　　

０９皮膚科

　　

囲むこと。 また、 ２

　　　　

１０ アレルギー科

　　　　　　　

１１ リウマチ科

　　　　　　　　　

１２感染症内科

　　

っ以上０で囲んだ者

　　　　

１３小児科

　　　　　　　　　

１４精神科

　　　　　　　　　　

１５心療内科

　　

は右欄に主たる診療

　　　　

－６ 外科

　　　　　　　　　　

１７ 呼吸器外科

　　　　　　　　

１８心臓血管外科

　　

科名の番号を１つ記

　　　　

－９乳腺外科

　　　　　　　　

２０気管食道外科

　　　　　　　

２１消化器外科（胃腸外科）

　　

入することｏ

　　

Ｂ

　

発 議 麟墓

　　　

凝 虹門外科

　　　　

２４脳神経外科

　　

臨床研修医の場合、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２６形成外科

　　　　　　　　　　

２７美容外科

　　

「４０臨床研修医」の

　　　　

２８ 眼科

　　　　　　　　　　　

２９ 耳鼻いんこう科

　　　　　　　

３０小児外科

　　

みを０で囲むこと。

　　　　

３１ 産婦人科

　　　　　　　　　

３２産科

　　　　　　　　　　　　

３３婦人科

　　　　　

主たる診療科名

　　

該当する診療科名が ｍ

　

ｌラ総湯孟－ション科

　

ｇ１議穣も

　　　

ｇｇ騒薯

　　

の番号（１つ）

　　

ない場合、最も近い

　　

診療科名の番号を０

　

Ｉ

　

Ｖ

　　

４０臨床研修医

　　　　　　　

４１全科

　　

で囲むこと。

　　　　

Ｖ

　　

４２ その他 （

　　　　　　　　　　　

．

　　　　

）

Ｉ

０１ 内科

　　　　　　　　　　　

０２呼吸器内科

　　　　　　　　　

０３循環器内科
０４消化器内科（胃腸内科）

　　

０５腎臓内科

　　　　　　　　　

０６神経内科
０７糖尿病内科（代謝内科）

　　

０８血液内科

　　　　　　　　　

０９皮膚科
ｌｏ アレルギー科

　　　　　　　

１１ リウマチ科

　　　　　　　　　

１２感染症内科
１３ 小児科

　　　　　　　　　

１４精神科

　　　　　　　　　　

１５心療内科

Ｂ

１６ 外科

　　　　　　　　　　

１７ 呼吸器外科

　　　　　　　　

１８心臓血管外科
１９ 乳腺外科

　　　　　　　　

２０気管食道外科

　　　　　　　

２１消化器外科（胃腸外科）
２２泌尿器科

　　　　　　　　

２３虹門外科

　　　　　　　　　

２４脳神経外科
２５ 整形外科

　　　　　　　　　

２６形成外科

　　　　　　　　　　

２７美容外科
２８ 眼科

　　　　　　　　　　　

２９ 耳鼻いんこう科

　　　　　　　

３０小児外科
３１ 産婦人科

　　　　　　　　　

３２産科

　　　　　　　　　　　　

３３婦人科

　　　　　

主たる診療科名
３４ リハビリテーション科

　　

３５ 放射線科

　　　　　　　　　

３６麻酔科

　　　　　

の番号 （１つ）
３７病理診断科

　　　　　　　　

３８臨床検査科

　　　　　　　　　

３９救急科
４０臨床研修医

　　　　　　　　

４１全科
４２ その他 （

　　　　　　　　　　　

．

　　　　

）

主たる診療科名
の番号 （１つ）皿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′
ＩＶ
Ｖ

　

取得している広告

　

医療法に基づいて広告することが可能とされている医師の専門性に関する資格及び麻酔科の標梼資格（麻酔科標

　

可能な医師の専門

　

祷医）を指す。専門性に関する資格は更新制であるため、現時点で資格を取得しているかどうかを確認の上記入

（１４）性に関する資格名

　

することｏなお・１認疋医」 は広告町能な資格ではないことに留思することｏ

　　

及 び 麻 酔 科 の

　　　

０１総合内科専門医

　　　　

０２′ｉ、児科専門医

　　　　　　

０３皮膚科専門医

　

標

　

袴

　

資

　

格

　　　

０４精神科専門医

　　　　　

０５外科専門医

　　　　　　　

０６整形外科専門医

　　　　　　　　　　　　　

０７ 産婦人科専門医

　　　　　　

０８眼科専門医

　　　　　　　　　

０９耳鼻咽喉科専門医

　　

取得しているすべて

　　　　

ｌｏ 泌尿器科専門医

　　　　　　

１１脳神経外科専門医

　　　　　

１２放射線科専門医

　　

の資格名の番号をｏ

　　　　

１３麻酔科専門医

　　　　　　　

１４病理専門医

　　　　　　　　　

１５救急科専門医

　　

で囲むこと。

　　　　　　　

１６ 形成外科専門医

　　　　　　

１７リハビリテーション科専門医

　　　　　　　　　　　　　

１８ 呼吸器専門医

　　　　　　　

１９循環器専門医

　　　　　　　　

２０消化器病専門医

　　　　　　　　　　　　　

２１ 腎臓専門医

　　　　　　　　

２２肝臓専門医

　　　　　　　　　

２３神経内科専門医

　　　　　　　　　　　　　

２４糖尿病専門医

　　　　　　　

２５内分泌代謝科専門医

　　　　　

２６血液専門医

　　　　　　　　　　　

工

　　

２７ アレルギー専門医

　　　　　

２８ リウマチ専門医

　　　　　　　

２９感染症専門医

　　　　　　　　　　　　　

３０心療内科専門医

　　　　　　　　　　　　　

３１ 呼吸器外科専門医

　　　　　

３２心臓血管外科専門医

　　　　　

３３乳腺専門医

　　　　　　　　　　　　　

３４ 気管食道科専門医

　　　　　

３５消化器外科専門医

　　　　　　

３６小児外科専門医

　　　　　　　　　　　　　

３７超音波専門医

　　　　　　　

３８細胞診専門医

　　　　　　　　

３９透析専門医

　　　　　　　　　　　　　

４０老年病専門医

　　　　　　

４１消化器内視鏡専門医

　　　　

４２臨床遺伝専門医

　　　　　　　　　　　　　

４３ 漢方専門医

　　　　　　　

４４

　

レーザー専門医

　　　　　　

４５気管支鏡専門医

　　　　　　　　　　　　　

４６ 核医学専門医

　　　　　　

４７大腸虹門病専門医

　　　　　

４８婦人科腫蕩専門医

　　　　　　　　　　　　　

４９ ペインクリニック専門医

　

５０ 熱傷専門医

　

・

　　　　　　

５１脳血管内治療専門医

　　　　　　　　　　　　　　

５２ がん薬物療法専門医

　　　

５３周産期（新生児）専門医

　　　

５４生殖医療専門医

　　　　　　　　　　　　　

５５ 小児神経専門医

　　　　　　

５６一般病院連携精神医学専門医

　　　　　　　　　　　

亘

　　

５７麻酔科標梼医

工

０１総合内科専門医

　　　　　

０２小児科専門医

　　　　　　　

０３皮膚科専門医
０４ 精神科専門医

　　　　　　

０５外科専門医

　　　　　　　　

０６整形外科専門医
０７ 産婦人科専門医

　　　　　　

０８眼科専門医

　　　　　　　　　

０９耳鼻咽喉科専門医
ｌｏ 泌尿器科専門医

　　　　　　

１１脳神経外科専門医

　　　　　

１２放射線科専門医
１３ 麻酔科専門医

　　　　　　　

１４病理専門医

　　　　　　　　　

１５救急科専門医
１６ 形成外科専門医

　　　　　　

１７リハビリテーション科専門医
１８ 呼吸器専門医

　　　　　　　

１９循環器専門医

　　　　　　　　

２０消化器病専門医
２１ 腎臓専門医

　　　　　　　　

２２肝臓専門医

　　　　　　　　　

２３神経内科専門医
２４糖尿病専門医

　　　　　　　

２５内分泌代謝科専門医

　　　　　

２６血液専門医
２７ アレルギー専門医

　　　　　

２８ リウマチ専門医

　　　　　　　

２９感染症専門医
３０心療内科専門医
３１ 呼吸器外科専門医

　　　　　

３２心臓血管外科専門医

　　　　　

３３乳腺専門医
３４ 気管食道科専門医

　　　　　

３５消化器外科専門医

　　　　　　

３６小児外科専門医
３７超音波専門医

　　　　　　　

３８細胞診専門医

　　　　　　　　

３９透析専門医
４０老年病専門医

　　　　　　

４１消化器内視鏡専門医

　　　　

４２臨床遺伝専門医
４３ 漢方専門医

　　　　　　　

４４

　

レーザー専門医

　　　　　　

４５気管支鏡専門医
４６ 核医学専門医

　　　　　　

４７大腸虹門病専門医

　　　　　

４８婦人科腫蕩専門医
４９ ペインクリニック専門医

　

５０ 熱傷専門医

　

・

　　　　　　

５１脳血管内治療専門医
５２ がん薬物療法専門医

　　　

５３周産期（新生児）専門医

　　　

５４生殖医療専門医
５５ 小児神経専門医

　　　　　　

５６一般病院連携精神医学専門医
亘 ５７麻酔科標梼医

　

医師免許取得の
（１５）際に医学課程を

　

修めた大学名等

　　

大学名等の番号を１

　　

つ０で囲むこと。

　　

（修了した大学院名

　　

等の番号を０で囲ま
－

　

ないこと。）

　　

大学の再編・統合・

　　

改称により、 医師免

　　

許取得の際に医学課

　　

程を修めた大学名が

　　

選択肢にない場合、

　　

再編・統合・改称が

　　

行われた後の大学名

　　

の番号を０で囲むこ

　　

と。

翌

０１ 北海道大学

　　　　　

０２旭川医科大学

　　　　　

０３弘前大学

　　　　　　　

０４東北大学
０５秋田大学

　　　　　

０６山形大学

　　　　　　

０７筑波大学

　　　　　　

０８群馬大学
０９千葉大学

　　　　　

ｌｏ東京大学

　　　　　　

１１東京医科歯科大学

　　

１２新潟大学
１３ 富山大学

　　　　　

１４金沢大学

　　　　　　

１５福井大学

　　　　　　

１６山梨大学
１７信州大学

　　　　　

１８岐阜大学

　　　　　　　

１９浜松医科大学

　　　　　

２０名古屋大学
２１ 三重大学

　　　　　　

２２滋賀医科大学

　　　　　

２３京都大学

　　　　　　　

２４大阪大学
２５ 神戸大学

　　　　　　

２６鳥取大学

　　　　　　　

２７島根大学

　　　　　　　

２８岡山大学
２９ 広島大学

　　　　　

３０山口大学

　　　　　　

３１徳島大学

　　　　　　

３２香川大学
３３ 愛媛大学

　　　　　

３４高知大学

　　　　　　

３５九州大学

　　　　　　

３６佐賀大学
３７長崎大学

　　　　　　

３８熊本大学

　　　　　　　

３９大分大学

　　　　　　　

４０宮崎大学
４１鹿児島大学

　　　　

４２琉球大学

笠 ４３ 札幌医科大学

　　　

４４福島県立医科大学

　　

４５横浜市立大学

　　　　

４６名古屋市立大学
４７京都府立医科大学

　

４８大阪市立大学

　　　　

４９奈良県立医科大学

　　

５０和歌山県立医科大学

私
立
十大
学
校
十外
国
医
学
校
１そ
の
他

５１岩手医科大学

　　　

５２自治医科大学

　　　　

５３濁協医科大学

　　　　

５４埼玉医科大学
５５ 杏林大学

　　　　　

５６慶鷹義塾大学

　　　　

５７順天堂大学

　　　　　

５８昭和大学
５９ 帝京大学

　　　　　　

６０東京医科大学

　　　　　

６１東京慈恵会医科大学

　

６２東京女子医科大学
６３ 東邦大学

　　　　　

６４日本大学

　　　　　　

６５日本医科大学

　　　　

６６北里大学
６７ 東海大学

　　　　　

６８聖マリアンナ医科大学 ６９ 金沢医科大学

　　　　

７０愛知医科大学
７１藤田保健衛生大学

　

７２大阪医科大学．

　　　

７３関西医科大学

　　　　

７４近畿大学
７５ 兵庫医科大学

　　　

７６川崎医科大学

　　　　

７７久留米大学，

　　　　

７８福岡大学
７９ 産業医科大学

　　　

８０防衛医科大学校

　　　

８１外国の医学校

　　　　

８２その他

（婚凄嬰寸
出
す
票
‘
の濯畏

各都道府県における医師確保対策の検討等に活用するため、 本届出票に記載した
情報の全部又は一部を、住所地の都道府県及び従事先の所在地の都道府県が利用
することに同意しない場合には、右欄に○を付けること。

同意しない場合

（１７）備

　　　　　

考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

提出期限

　

翌年１月１５日



医 師 届

　

出 票 に つ

　

い て

１． 記 入 上 の 注 意 事 項

（１）届出票を切り離して記入する。

（２） 黒ボールペンを用いて、 はっきり記入する。

（３） 該当する事項に○を付けて選択する場合には、その番号を０で囲む。

２， 記 入 要 領

（１） 住所

（２）氏名

（５） 医籍登録番号

　

例

　

第１２３号の場合

（６） 医籍登録年月日

（８） 主たる従事先

住所の郵便番号を郵便番号欄に必ず記入し、住所欄には番地又は番号まで正確に記入する。

医師免許証に記載されている氏名を正確に記入する。婚姻等により戸籍上の改姓はしたが、
医籍上の改姓がなされていない場合には、改姓した戸籍上の氏名を記入し「（１７）備考」欄

に「婚姻により改姓」、「医籍の氏名変更申請中」等と明記する。

医師免許証に記載されている番号を、枠内に右詰めで記入する。

　

　　　　　　　　　　　

医師免許証を再交付された場合には、「再交付年月日」を記入しないよう特に注意する。

（７） 従事している施設及び業務の種別

　　

複数の施設に従事していない場合、「従たる施設・業務の種別」欄は無記入とする。

診
療
所

０１

　

診療所の開設者又は法人の代表者 診療所を開設している者、又は診療所を開設する法人の代表者（理事長等）

０２

　

診療所の勤務者 法人の代表者を除く診療所の勤務者 （臨床研修医を含む。）

病
院

０３

　

病院の開設者又は法人の代表者 病院を開設している者、又は病院を開設する法人の代表者（理事長等）

０４

　

病院の勤務者
医学部を有する大学又は大学研究所の附属病院以外の病院の勤務者
（臨床研修医を含む。）

医

　

育

　

機

　

関

０５

　

医育機関の臨床系の教官又は教員
医学部を有する大学又は大学研究所やその附属病院に勤務する臨床系
の者（教授、准教授、 講師、助教等）

０６

　

医育機関の臨床系の大学院生
医学部を有する大学又は大学研究所やその附属病院に勤務する臨床系

の大学院生

０７

　

医育機関の臨床系の勤務者で０５及び０６

　　

以外の者（医員、臨床研修医、その他）
医学部を有する大学又は大学研究所やその附属病院に勤務する臨床系

の者（医員、．臨床研修医、医局員（有給・無給に関わらず。）、研究生等）

０８

　

医育機関の臨床系以外の大学院生
医学部を有する大学文は大学研究所やその附属病院に勤務する臨床系
以タの大学院生

０９

　

医育機関の臨床系以外の勤務者で

　

０８以外の者（教官、教員、その他）
医学部を有する大学又は大学研究所やその附属病院に勤務する臨床系
以外の者 （施設の管理者、基礎系の教授、准教授、講師、助教、研究生等）

介保
護健
老施
人設

ｌｏ 介護老人保健施設の開設者又は

　

法人の代表者
介護老人保健施設を開設している者、又は介護老人保健施設を開設す

る法人の代表者（理事長等）

１１ 介護老人保健施設の勤務者 法人の代表者を除く介護老人保健施設の勤務者

施

　　　

設

上
記
以
外
の

１２

　

医育機関以外の教育機関又は研

　

究機関の勤務者
医学部を有していない大学又は大学研究所やその附属機関に従事して
いる者 （教授、 准教授、講師、 助教、大学院生、 研究生等）

１３

　

行政機関の従事者 国、都道府県、保健所、市町村等の行政機関に従事している者

１４

　

１２及び１３以外の産業医 事業場において、 労働者の健康管理等のため従事している者

１５

　

上記以外の保健衛生業務の従事者
血液センター、生命保険会社（嘱託医）、 社会保険診療報酬支払基金等
の保健衛生業務に従事している者

そ

の
他

１６

　

その他の業務の従事者
０１～１５に含まれない者で、 医師としての資格を必要としない業務に従

事している者 （会社役員等）

１７

　

無職の者 職業に従事していない者

（７）欄の「主たる施設・業務の種別」に０１～１５を記入した場合の従事先について記入する。
所在地の郵便番号を郵便番号欄に必ず記入し、従事先の所在地欄には市・区・町村名まで

記入する。

裏面へ続く



（９） 従たる従事先

（１０） 就業形態

（１１） 主たる業務内容

（１２） 休業の取得

（７）欄の「従たる施設・業務の種別」に０１～１５を記入した場合の従事先について記入する。所在地

の郵便番号を郵便番号欄に必ず記入し、従事先の所在地欄には市・区・町村名まで記入する。

雇用形態に関わらず、 施設で定めた勤務時間（所定労働時間）のすべてを勤務しているか否か

で、常勤・非常勤を区別する。 施設で定めた勤務時間が週３２時間未満の場合は非常勤とする。

（７）欄の「主たる施設・業務の種別」にＯＴ～０５、０７及び０９～１５を記入した場合の従事先に
おける主たる業務内容について記入する。「管理」とは診療や教育・研究とは別に、施設
において管理職にある者で、 経営や指導等の管理業務を行うこと。

平成２８年１２月３１日現在において、産前・産後休業、 育児休業又は介護休業を取得している
者は該当する番号を０で囲む。

（１３） 従事する診療科名等

口 「１８ 心臓血管外科」

Ｄ 「３１ 産婦人科」

ｎ 「３２産科」

ｎ 「３３婦人科」

ＩＶ・「４０臨床研修医」

ＩＶ「４１ 全科」

Ｖ 「４２ その他」

主たる診療科名の番号
（１つ）

（７）欄の「主たる施設・業務の種別」に０１～０７を記入した場合の従事先における診療科名
等について、該当するすべての番号を○で囲む。 該当する診療科名がない場合は、最も近
い診療科名の番号を選択して０で囲む（＜例＞参照）。

一＜例＞腫蕩内科、 漢方内科、老年内科、脳卒中内科、禁煙外来→ ⑩ 内科

織機蕊関鼠（棚科）
循環器外科に従事する者を含む。

妊婦検診・分娩等の産科診療及び婦人科診療に従事する者。

婦人科診療に従事せず、妊婦検診・分娩等の産科診療にのみ従事する者。

妊婦検診・分娩等の産科診療に従事せず、婦人科診療のみに従事する者。

医師法第１６条の２の規定により、 医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生
労働大臣の指定する病院において、卒後２年間の臨床研修を受けている者。

診療科を限定することなく総合的に診療を行う者。 総合診療に従事する者。

０１～４１に掲げる診療科以外の業務に従事している場合は、その業務を具体的に明記する。
（健康管理等）

診療科が２つ以上ある場合には、 そのうちの主たるものの番号を１つのみ、 ２桁で記入する。

例

　　

０１ 内科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

たろ診 一撃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

たろ診

　

一撃

主たる診療科が ⑩ 内科 の場合一 門番琴≧￥≠－

（１４） 取得している広告可

　　

能な医師の専門性に

　

関する資格名及び

　　

麻酔科の標糖資格

（１７） 備考

０１～５６に掲げる広告可能な医師の専門性に関する資格又は５７に掲げる麻酔科の標樽資格を
取得している場合に該当するすべての番号を０で囲む。
０１～５６の資格名は「医療法第６条の５第１項及び第６条の７第１項の規定に基づく医業、
歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、 診療所若しくは助産所に関して広告することが
できる事項」（平成１９年厚生労働省告示第１０８号）第１条第２号に基づき広告することがで
きる医師の専門性に関する資格名である。
５７の資格名は医療法第６条の６第１項の規定による診療科名として麻酔科の標拷を許可さ
れた医師の資格名である。

届出票の記入事項に説明を要すると思われる事項を明記する。歯科医師又は薬剤師免許を
併せ有する者は、

ーその旨を明記し（「歯科医師免許併有」等）、 併有している届出票につい
ても提出する。

３， 提 出 方 法 必ず医師届出票を切り離した状態で、 原則として「（１）住所」を管轄する保健所長に提出する。
ただし、「（８）主たる従事先」を管轄する保健所長に提出しても差し支えない。

医師法では、 ２年に１度の届出が義務づけられており、 届出を行わない医師の方は、「医師等資格確認
検索システム」（ｈｔｔｐｓ：／／ーｉｃｅｎｓｅｉｆ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｓｅａｒｃｈ／） に氏名等が掲載されません。



に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

醇

　

医 師． 歯 科 医 師・　　 医師・歯科医師・薬剤師

の皆さまに、届 出のお願い！

本年は２年に１度の届出年です　
月
さ

１
２
下

平成２８年１２月３１日現在の
状況をご報告下さい。

噛もぎ
．老

　　　　　

　

Ｑぬ



Ｑ

　

届出をしなければいけなし、のですか？

Ａ

　

我が国に居住する医師・歯科医師・薬剤師の方は、 医師法、
歯科医師法、薬剤師法により、 ２年に１度厚生労働大臣に届出

　

をすることが義務づけられています。

Ｑ

　

この届出はどのようなことに使われてますか？

Ａ

　

「医師・歯科医師・薬剤師調査」 として集計され、 医療行
政施策において、 有効に活用されています。

　

また、 届出票の活用に同意いただけだ届出票は、 各都道府
県において医師や薬剤師の確保対策等、歯科医師の適正配置
の検討等に活用されています。

　

なお、２年ごとの届出を行わないと「医師等資格確認検索

　

システム」及び「薬剤師資格検索システム」に氏名等が掲載
されません。

（医師・歯科医師

　

ｈｔｔｐｓ：／／ｌｉｃｅｎｓｅｉｆ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｉｐ／ｓｅａｒｃｈ／）
（薬剤師

　

ｈｔｔｐ：／／ｙａｋｕｚａｉｓｈｉ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｓｅａｒｃｈ／）

Ｑ

　

届出票が手元にないのですがどこで入手できますか？

Ａ

　

最寄りの保健所までお問い合わせいただくか、厚生労働省

　

ホームページからダウン□－ドしてください。
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｉｐ／ｓｅｉｓａｋｕｎｉｔｓｕｉｔｅ／ｓｏｓｈｉｋｉ／ｔｏｕｋｅｉ／ｔｐ
１６１０１９‐０１．ｈｔｍＩ

Ｑ

　

届出票に記入された個人情報は保護されるのですか？

Ａ

　

届出票に記載された内容は、各法律により堅く秘密が守ら
れ、 他に漏れることはありません。


